
電 気 通 信 事 業 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 に 関 す る 政 令  新 旧 対 照 条 文 
○ 電 気 通 信 事 業 法 施 行 令 （ 昭 和 六 十 年 政 令 第 七 十 五 号 ） 【 第 一 条 関 係 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改      正      案 現            行 

（ 特 殊 の 関 係 ） 

第 一 条 電 気 通 信 事 業 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 二 条 の 二 第 四 項

第 一 号 ニ の 政 令 で 定 め る 特 殊 の 関 係 は 、 次 に 掲 げ る 関 係 と す る 。 

一 当 該 法 人 が 当 該 電 気 通 信 事 業 者 た る 法 人 の 関 連 会 社 等 で あ る こ

と 。 

二 当 該 電 気 通 信 事 業 者 た る 法 人 が 当 該 法 人 （ 当 該 電 気 通 信 事 業 者

た る 法 人 と の 間 に 前 号 に 掲 げ る 関 係 が あ る 法 人 を 除 く 。 ） の 関 連

会 社 等 で あ る こ と 。 

三 当 該 法 人 が 当 該 電 気 通 信 事 業 者 た る 法 人 を 子 会 社 等 （ 会 社 法 （

平 成 十 七 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 三 号 の 二 に 規 定 す る 子 会 社

等 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） と す る 法 人 の 関 連 会 社 等 （ 当 該

電 気 通 信 事 業 者 た る 法 人 と の 間 に 前 二 号 に 掲 げ る 関 係 が あ る 法 人

を 除 く 。 ） で あ る こ と 。 

 

２ 前 項 の 「 関 連 会 社 等 」 と は 、 会 社 等 （ 会 社 、 組 合 そ の 他 こ れ ら に

準 ず る 事 業 体 （ 外 国 に お け る こ れ ら に 相 当 す る も の を 含 む 。 ） を い

う 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） （ 当 該 会 社 等 の 子 会 社 等 を 含 む 。

） が 出 資 、 取 締 役 そ の 他 こ れ に 準 ず る 役 職 へ の 当 該 会 社 等 の 役 員 若

し く は 使 用 人 で あ る 者 若 し く は こ れ ら で あ つ た 者 の 就 任 、 融 資 、 債

務 の 保 証 若 し く は 担 保 の 提 供 、 技 術 の 提 供 又 は 営 業 上 若 し く は 事 業
 



上 の 取 引 等 を 通 じ て 、 財 務 及 び 営 業 又 は 事 業 の 方 針 の 決 定 に 対 し て

重 要 な 影 響 を 与 え る こ と が で き る 他 の 会 社 等 （ 子 会 社 等 を 除 く 。 ）

と し て 総 務 省 令 で 定 め る も の を い う 。 

（ 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 し た 提 供 ） 

第 二 条 電 気 通 信 事 業 者 は 、 法 第 二 十 六 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ り 同 項 に

規 定 す る 事 項 を 提 供 し よ う と す る と き は 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に

よ り 、 あ ら か じ め 、 利 用 者 （ 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 利 用 者 を い う 。 次

項 に お い て 同 じ 。 ） に 対 し 、 そ の 用 い る 同 条 第 二 項 に 規 定 す る 方 法 （

以 下 こ の 条 に お い て 「 電 磁 的 方 法 」 と い う 。 ） の 種 類 及 び 内 容 を 示 し

、 書 面 又 は 電 磁 的 方 法 に よ る 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。 

 

２ 前 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を 得 た 電 気 通 信 事 業 者 は 、 当 該 利 用 者 か ら 書 面

又 は 電 磁 的 方 法 に よ り 電 磁 的 方 法 に よ る 提 供 を 受 け な い 旨 の 申 出 が あ つ

た と き は 、 当 該 利 用 者 に 対 し 、 法 第 二 十 六 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 事 項

の 提 供 を 電 磁 的 方 法 に よ つ て し て は な ら な い 。 た だ し 、 当 該 利 用 者 が 再

び 前 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を し た 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

（ 登 録 講 習 機 関 に 係 る 登 録 の 有 効 期 間 ） 

第 三 条 法 第 八 十 五 条 の 四 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 三 年 と す る

。 

（ 登 録 講 習 機 関 に 係 る 登 録 の 有 効 期 間 ） 

第 一 条 電 気 通 信 事 業 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 八 十 五 条 の 四 第 一

項 の 政 令 で 定 め る 期 間 は 、 三 年 と す る 。 

第 四 条 ～ 第 九 条 （ 略 ） 第 二 条 ～ 第 七 条 （ 略 ） 

（ あ つ せ ん 等 の 対 象 と な る 協 定 等 ） 

第 十 条 法 第 百 五 十 七 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 協 定 又 は 契 約 は 、 次 に

掲 げ る も の と す る 。 

（ あ つ せ ん 等 の 対 象 と な る 協 定 等 ） 

第 八 条 法 第 百 五 十 七 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 協 定 又 は 契 約 は 、 次 に

掲 げ る も の と す る 。 

 一 （ 略 ）  一 （ 略 ） 



 二 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 契 約 の 締 結 の 媒 介 、 取 次 ぎ 又 は 代

理 の 業 務 及 び こ れ に 付 随 す る 業 務 そ の 他 業 務 の 委 託 に 関 す る 協 定

又 は 契 約 

 二 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 契 約 の 締 結 の 媒 介 、 取 次 ぎ 又 は 代

理 そ の 他 業 務 の 委 託 に 関 す る 協 定 又 は 契 約 

 三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 電 気 通 信 役 務 の 円 滑 な 提 供 の 確 保

の た め の デ ー タ ベ ー ス （ 法 第 十 二 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ロ に 規 定 す

る 利 用 者 に 係 る 情 報 の 集 合 物 で あ つ て 、 そ れ ら の 情 報 を 電 子 計 算

機 を 用 い て 検 索 す る こ と が で き る よ う に 体 系 的 に 構 成 し た も の を

い う 。 ） 、 自 家 発 電 設 備 そ の 他 の 総 務 省 令 で 定 め る 設 備 の 利 用 又

は 運 用 に 関 す る 協 定 又 は 契 約 

 三 前 二 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 電 気 通 信 役 務 の 円 滑 な 提 供 の 確 保

の た め の デ ー タ ベ ー ス （ 法 第 十 八 条 第 三 項 に 規 定 す る 利 用 者 に 係

る 情 報 の 集 合 物 で あ つ て 、 そ れ ら の 情 報 を 電 子 計 算 機 を 用 い て 検

索 す る こ と が で き る よ う に 体 系 的 に 構 成 し た も の を い う 。 ） 、 自

家 発 電 設 備 そ の 他 の 総 務 省 令 で 定 め る 設 備 の 利 用 又 は 運 用 に 関 す

る 協 定 又 は 契 約 

（ 関 係 行 政 機 関 の 長 と の 協 議 等 ） 

第 十 一 条 法 第 百 六 十 八 条 の 政 令 で 定 め る 総 務 省 令 は 、 次 に 掲 げ る 総

務 省 令 と す る 。 

一 法 第 二 十 六 条 第 一 項 の 総 務 省 令 （ 媒 介 等 業 務 受 託 者 に 関 し 定 め

ら れ る も の に 限 る 。 ） 

 

 

二 ～ 四 （ 略 ） 

（ 関 係 行 政 機 関 の 長 と の 協 議 等 ） 

第 九 条 法 第 百 六 十 八 条 の 政 令 で 定 め る 総 務 省 令 は 、 次 に 掲 げ る 総 務

省 令 と す る 。 

一 法 第 二 十 六 条 の 総 務 省 令 （ 電 気 通 信 役 務 を 定 め る も の を 除 き 、

電 気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 契 約 の 締 結 の 媒 介

、 取 次 ぎ 又 は 代 理 を 業 と し て 行 う 者 に 関 し 定 め ら れ る も の に 限 る

。 ） 

二 ～ 四 （ 略 ） 

２ 法 第 百 六 十 八 条 の 政 令 で 定 め る 命 令 そ の 他 の 処 分 は 、 次 に 掲 げ る

命 令 そ の 他 の 処 分 と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 法 第 二 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 命 令 （ 電 気 通 信 事 業 又 は 媒

介 等 業 務 受 託 者 に 関 し 行 わ れ る も の に 限 る 。 ） 

 

２ 法 第 百 六 十 八 条 の 政 令 で 定 め る 命 令 そ の 他 の 処 分 は 、 次 に 掲 げ る

命 令 そ の 他 の 処 分 と す る 。 
一 （ 略 ） 

二 法 第 二 十 九 条 第 二 項 の 規 定 に 基 づ く 命 令 （ 電 気 通 信 事 業 又 は 電

気 通 信 事 業 者 の 電 気 通 信 役 務 の 提 供 に 関 す る 契 約 の 締 結 の 媒 介 、

取 次 ぎ 若 し く は 代 理 を 業 と し て 行 う 者 に 関 し 行 わ れ る も の に 限 る



 

三 ・ 四 （ 略 ） 

。 ） 

三 ・ 四 （ 略 ） 
３ ～ ５ （ 略 ） ３ ～ ５ （ 略 ） 

（ 審 議 会 等 で 政 令 で 定 め る も の ）  

第 十 二 条 （ 略 ） 

（ 審 議 会 等 で 政 令 で 定 め る も の ）  

第 十 条 （ 略 ） 

 （ 手 数 料 ） 

第 十 三 条 法 第 百 七 十 四 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 納 め な け れ ば な ら な い

手 数 料 の 額 は 、 別 表 第 二 の と お り と す る 。 

 （ 手 数 料 ） 

第 十 一 条 （ 略 ） 

別 表 第 一 （ 第 八 条 関 係 ） 

一 ～ 三 （ 略 ） 

別 表 第 一 （ 第 六 条 関 係 ） 

一 ～ 三 （ 略 ） 

別 表 第 二 （ 第 十 三 条 関 係 ） 

手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 者 金 額 

一 法 第 十 二 条 の 二 第 一 項 の 規 定

に よ る 登 録 の 更 新 を 受 け よ う と

す る 者 
五 五 、 〇 〇 〇 円 

二 電 気 通 信 主 任 技 術 者 試 験 を 受

け よ う と す る 者 

（ 略 ） 

三 工 事 担 任 者 試 験 を 受 け よ う と

す る 者 

（ 略 ） 

四 法 第 六 十 八 条 の 三 第 一 項 の 規

定 に よ る 登 録 を 受 け よ う と す る

者 

（ 略 ） 

五 法 第 六 十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 （ 略 ） 

別 表 第 二 （ 第 十 一 条 関 係 ） 

手 数 料 を 納 め な け れ ば な ら な い 者 金 額 

 

 

 

 

一 電 気 通 信 主 任 技 術 者 試 験 を 受

け よ う と す る 者 

（ 略 ） 

二 工 事 担 任 者 試 験 を 受 け よ う と

す る 者 

（ 略 ） 

三 法 第 六 十 八 条 の 三 第 一 項 の 規

定 に よ る 登 録 を 受 け よ う と す る

者 

（ 略 ） 

四 法 第 六 十 八 条 の 六 第 一 項 の 規 （ 略 ） 



定 に よ る 変 更 登 録 を 受 け よ う と

す る 者 
六 法 第 八 十 五 条 の 十 五 第 一 項 の

規 定 に よ り 総 務 大 臣 が 行 う 講 習

を 受 け よ う と す る 者 

（ 略 ） 

七 法 第 八 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 登 録 の 更 新 を 受 け よ う と す

る 者 

（ 略 ） 

八 電 気 通 信 主 任 技 術 者 資 格 者 証

又 は 工 事 担 任 者 資 格 者 証 の 交 付

を 受 け よ う と す る 者 
（ 略 ） 

九 電 気 通 信 主 任 技 術 者 資 格 者 証

又 は 工 事 担 任 者 資 格 者 証 の 再 交

付 を 受 け よ う と す る 者 

（ 略 ） 

備 考 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 （ 平

成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規

定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 登 録 の 更 新 の 申 請 を 行 う 場 合

に お け る こ の 表 の 適 用 に つ い て は 、 七 の 項 中 「 一 六 、 九 〇 〇 円 」

と あ る の は 、 「 一 六 、 八 〇 〇 円 」 と す る 。 
 

定 に よ る 変 更 登 録 を 受 け よ う と

す る 者 

五 法 第 八 十 五 条 の 十 五 第 一 項 の

規 定 に よ り 総 務 大 臣 が 行 う 講 習

を 受 け よ う と す る 者 

（ 略 ） 

六 法 第 八 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に

よ る 登 録 の 更 新 を 受 け よ う と す

る 者 

（ 略 ） 

七 電 気 通 信 主 任 技 術 者 資 格 者 証

又 は 工 事 担 任 者 資 格 者 証 の 交 付

を 受 け よ う と す る 者 

（ 略 ） 

八 電 気 通 信 主 任 技 術 者 資 格 者 証

又 は 工 事 担 任 者 資 格 者 証 の 再 交

付 を 受 け よ う と す る 者 

（ 略 ） 

備 考 行 政 手 続 等 に お け る 情 報 通 信 の 技 術 の 利 用 に 関 す る 法 律 （ 平

成 十 四 年 法 律 第 百 五 十 一 号 ） 第 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規

定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 し て 登 録 の 更 新 の 申 請 を 行 う 場 合

に お け る こ の 表 の 適 用 に つ い て は 、 六 の 項 中 「 一 六 、 九 〇 〇 円 」

と あ る の は 、 「 一 六 、 八 〇 〇 円 」 と す る 。 
   



○ 放 送 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 百 六 十 三 号 ） 【 第 二 条 関 係 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改      正      案 現            行 

（ 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 等 の 電 磁 的 方 法 に よ る 提 供 の 承 諾 等 ）  

第 四 条 次 に 掲 げ る 規 定 に 規 定 す る 事 項 を 電 磁 的 方 法 （ 準 用 会 社 法 （

前 条 に お い て 準 用 す る 会 社 法 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 第 六 百 七 十 七 条

第 三 項 に 規 定 す る 電 磁 的 方 法 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 次 条 に お い て

同 じ 。 ） に よ り 提 供 し よ う と す る 者 （ 次 項 に お い て 「 提 供 者 」 と い

う 。 ） は 、 総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、 当 該 事 項

の 提 供 の 相 手 方 に 対 し 、 そ の 用 い る 電 磁 的 方 法 の 種 類 及 び 内 容 を 示

し 、 書 面 又 は 電 磁 的 方 法 に よ る 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 五 （ 略 ） 

（ 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 等 の 電 磁 的 方 法 に よ る 提 供 の 承 諾 等 ）  

第 四 条 次 に 掲 げ る 規 定 に 規 定 す る 事 項 を 電 磁 的 方 法 （ 準 用 会 社 法 （

前 条 に お い て 準 用 す る 会 社 法 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 第 六 百 七 十 七 条

第 三 項 に 規 定 す る 電 磁 的 方 法 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に よ り 提 供 し よ

う と す る 者 （ 次 項 に お い て 「 提 供 者 」 と い う 。 ） は 、 総 務 省 令 で 定

め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、 当 該 事 項 の 提 供 の 相 手 方 に 対 し 、

そ の 用 い る 電 磁 的 方 法 の 種 類 及 び 内 容 を 示 し 、 書 面 又 は 電 磁 的 方 法

に よ る 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

一 ～ 五 （ 略 ） 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

（ 情 報 通 信 の 技 術 を 利 用 し た 提 供 ） 

第 七 条 有 料 放 送 事 業 者 （ 法 第 百 四 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 放 送

事 業 者 を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） は 、 法 第 百 五 十 条 の 二 第 二

項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 事 項 を 提 供 し よ う と す る と き は 、

総 務 省 令 で 定 め る と こ ろ に よ り 、 あ ら か じ め 、 国 内 受 信 者 （ 法 第

百 四 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 国 内 受 信 者 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に

対 し 、 そ の 用 い る 法 第 百 五 十 条 の 二 第 二 項 に 規 定 す る 方 法 （ 以 下

こ の 条 に お い て 「 電 磁 的 方 法 」 と い う 。 ） の 種 類 及 び 内 容 を 示 し

、 書 面 又 は 電 磁 的 方 法 に よ る 承 諾 を 得 な け れ ば な ら な い 。 

 



２ 前 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を 得 た 有 料 放 送 事 業 者 は 、 当 該 国 内 受 信 者

か ら 書 面 又 は 電 磁 的 方 法 に よ り 電 磁 的 方 法 に よ る 提 供 を 受 け な い 旨

の 申 出 が あ つ た と き は 、 当 該 国 内 受 信 者 に 対 し 、 法 第 百 五 十 条 の 二

第 二 項 に 規 定 す る 事 項 の 提 供 を 電 磁 的 方 法 に よ つ て し て は な ら な い

。 た だ し 、 当 該 国 内 受 信 者 が 再 び 前 項 の 規 定 に よ る 承 諾 を し た 場 合

は 、 こ の 限 り で な い 。 

 

（ 資 料 の 提 出 ） 

第 八 条 法 第 百 七 十 五 条 （ 法 第 八 十 一 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 が 協 会 、 放 送 事 業 者 （ 協 会 及 び

小 規 模 施 設 特 定 有 線 一 般 放 送 事 業 者 （ 法 第 百 三 十 四 条 第 二 項 に 規

定 す る 小 規 模 施 設 特 定 有 線 一 般 放 送 事 業 者 を い う 。 以 下 こ の 条 に

お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） 、 基 幹 放 送 局 提 供 事 業 者 、 媒 介 等 業 務

受 託 者 （ 法 第 百 五 十 条 に 規 定 す る 媒 介 等 業 務 受 託 者 を い う 。 第 六

号 に お い て 同 じ 。 ） 又 は 有 料 放 送 管 理 事 業 者 （ 法 第 百 五 十 二 条 第

二 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 管 理 事 業 者 を い う 。 第 七 号 に お い て 同 じ

。 ） に 対 し 資 料 の 提 出 を 求 め る こ と が で き る 事 項 は 、 次 の 各 号 に

掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る 事 項 と す る 。 

一 （ 略 ） 

二 （ 略 ） 

三 基 幹 放 送 事 業 者 （ 協 会 及 び 学 園 を 除 く 。 ニ に お い て 同 じ 。 ） 

次 に 掲 げ る 事 項 （ 法 第 八 条 に 規 定 す る 放 送 事 業 者 に あ つ て は 、 イ

に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） 

イ 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 事 項 

（ 資 料 の 提 出 ） 

第 七 条 法 第 百 七 十 五 条 （ 法 第 八 十 一 条 第 六 項 に お い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 に よ り 総 務 大 臣 が 協 会 、 放 送 事 業 者 （ 協 会 及 び

小 規 模 施 設 特 定 有 線 一 般 放 送 事 業 者 （ 法 第 百 三 十 四 条 第 二 項 に 規

定 す る 小 規 模 施 設 特 定 有 線 一 般 放 送 事 業 者 を い う 。 以 下 こ の 条 に

お い て 同 じ 。 ） を 除 く 。 ） 、 基 幹 放 送 局 提 供 事 業 者 又 は 有 料 放 送

管 理 事 業 者 （ 法 第 百 五 十 二 条 第 二 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 管 理 事 業

者 を い う 。 第 六 号 に お い て 同 じ 。 ） に 対 し 資 料 の 提 出 を 求 め る こ

と が で き る 事 項 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定

め る 事 項 と す る 。 

 

一 （ 略 ） 

二 （ 略 ） 
三 基 幹 放 送 事 業 者 （ 協 会 及 び 学 園 を 除 く 。 ニ に お い て 同 じ 。 ） 

次 に 掲 げ る 事 項 （ 法 第 八 条 に 規 定 す る 放 送 事 業 者 に あ つ て は 、 イ

に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） 

イ 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 事 項 



ロ 第 一 号 ハ に 掲 げ る 事 項 

ハ 法 第 百 十 条 に 規 定 す る 放 送 番 組 の 供 給 に 関 す る 協 定 に 関 す る

事 項 
ニ 法 第 百 四 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 （ 以 下 「 有 料 放 送

」 と い う 。 ） を 行 う 基 幹 放 送 事 業 者 に あ つ て は 、 国 内 受 信 者 に

対 す る 有 料 放 送 の 役 務 の 提 供 条 件 に 関 す る 事 項 、 国 内 に 設 置 す

る 受 信 設 備 に よ り 有 料 放 送 を 受 信 し よ う と す る 者 に 対 し て 有 料

放 送 の 役 務 の 提 供 を 拒 ん だ 事 実 の 概 要 及 び 理 由 、 法 第 百 五 十 条

の 規 定 に よ る 有 料 放 送 の 役 務 に 関 す る 料 金 そ の 他 の 提 供 条 件 の

概 要 の 説 明 に 関 す る 事 項 、 法 第 百 五 十 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ

る 書 面 の 交 付 （ 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 同 項 に 規 定 す る 事 項 の

提 供 を 含 む 。 ） に 関 す る 事 項 、 法 第 百 五 十 条 の 三 第 一 項 の 規 定

に よ る 有 料 放 送 の 役 務 の 提 供 に 関 す る 契 約 の 解 除 に 関 す る 事 項

、 法 第 百 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 国 内 受 信 者 か ら の 苦 情 及 び 問 合

せ の 処 理 に 関 す る 事 項 、 法 第 百 五 十 一 条 の 二 の 規 定 に よ る し て

は な ら な い 行 為 に 関 す る 事 項 並 び に 法 第 百 五 十 一 条 の 三 の 規 定

に よ る 委 託 に 係 る 業 務 の 適 正 か つ 確 実 な 遂 行 を 確 保 す る た め に

必 要 な 措 置 に 関 す る 事 項 

ロ 第 一 号 ハ に 掲 げ る 事 項 

ハ 法 第 百 十 条 に 規 定 す る 放 送 番 組 の 供 給 に 関 す る 協 定 に 関 す る

事 項 

ニ 法 第 百 四 十 七 条 第 一 項 に 規 定 す る 有 料 放 送 （ 以 下 「 有 料 放 送

」 と い う 。 ） を 行 う 基 幹 放 送 事 業 者 に あ つ て は 、 同 項 に 規 定 す

る 国 内 受 信 者 （ 以 下 「 国 内 受 信 者 」 と い う 。 ） に 対 す る 有 料 放

送 の 役 務 の 提 供 条 件 に 関 す る 事 項 、 国 内 に 設 置 す る 受 信 設 備 に

よ り 有 料 放 送 を 受 信 し よ う と す る 者 に 対 し て 有 料 放 送 の 役 務 の

提 供 を 拒 ん だ 事 実 の 概 要 及 び 理 由 、 法 第 百 五 十 条 の 規 定 に よ る

有 料 放 送 の 役 務 に 関 す る 料 金 そ の 他 の 提 供 条 件 の 概 要 の 説 明 に

関 す る 事 項 並 び に 法 第 百 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 国 内 受 信 者 か ら

の 苦 情 及 び 問 合 せ の 処 理 に 関 す る 事 項 

四 一 般 放 送 事 業 者 （ 小 規 模 施 設 特 定 有 線 一 般 放 送 事 業 者 を 除 く 。

以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 次 に 掲 げ る 事 項 （ 法 第 八 条 に 規 定

す る 放 送 事 業 者 又 は 法 第 百 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し

た 一 般 放 送 事 業 者 に あ つ て は 、 イ に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） 

イ 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 事 項 

四 一 般 放 送 事 業 者 （ 小 規 模 施 設 特 定 有 線 一 般 放 送 事 業 者 を 除 く 。

以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。 ） 次 に 掲 げ る 事 項 （ 法 第 八 条 に 規 定

す る 放 送 事 業 者 又 は 法 第 百 三 十 三 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 届 出 を し

た 一 般 放 送 事 業 者 に あ つ て は 、 イ に 掲 げ る 事 項 を 除 く 。 ） 

イ 第 一 号 イ 及 び ロ に 掲 げ る 事 項 



ロ 第 一 号 ハ に 掲 げ る 事 項 

ハ 法 第 十 一 条 に 規 定 す る 放 送 の 再 放 送 に つ い て の 他 の 放 送 事 業

者 の 同 意 に 関 す る 事 項 
ニ 法 第 百 四 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 指 定 再 放 送 事 業 者 に あ つ て は

、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 再 放 送 の 役 務 の 提 供 条 件 そ の 他 当 該

再 放 送 の 業 務 の 方 法 に 関 す る 事 項 

ホ 有 料 放 送 を 行 う 一 般 放 送 事 業 者 に あ つ て は 、 前 号 ニ に 規 定 す

る 事 項 

五 （ 略 ） 

六 媒 介 等 業 務 受 託 者 法 第 百 五 十 条 の 規 定 に よ る 有 料 放 送 の 役 務

に 関 す る 料 金 そ の 他 の 提 供 条 件 の 概 要 の 説 明 に 関 す る 事 項 及 び 法

第 百 五 十 一 条 の 二 の 規 定 に よ る し て は な ら な い 行 為 に 関 す る 事 項 

七 有 料 放 送 管 理 事 業 者 法 第 百 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 国 内 受 信 者

か ら の 苦 情 及 び 問 合 せ の 処 理 に 関 す る 事 項 並 び に 法 第 百 五 十 五 条

の 規 定 に よ る 業 務 の 実 施 方 針 の 策 定 及 び 公 表 そ の 他 の 適 正 か つ 確

実 な 運 営 を 確 保 す る た め の 措 置 に 関 す る 事 項 

ロ 第 一 号 ハ に 掲 げ る 事 項 

ハ 法 第 十 一 条 に 規 定 す る 放 送 の 再 放 送 に つ い て の 他 の 放 送 事 業

者 の 同 意 に 関 す る 事 項 

ニ 法 第 百 四 十 条 第 二 項 に 規 定 す る 指 定 再 放 送 事 業 者 に あ つ て は

、 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 再 放 送 の 役 務 の 提 供 条 件 そ の 他 当 該

再 放 送 の 業 務 の 方 法 に 関 す る 事 項 

ホ 有 料 放 送 を 行 う 一 般 放 送 事 業 者 に あ つ て は 、 前 号 ニ に 規 定 す

る 事 項 

五 （ 略 ） 

 

 

 

六 有 料 放 送 管 理 事 業 者 法 第 百 五 十 条 の 規 定 に よ る 有 料 放 送 の 役

務 に 関 す る 料 金 そ の 他 の 提 供 条 件 の 概 要 の 説 明 に 関 す る 事 項 、 法

第 百 五 十 一 条 の 規 定 に よ る 国 内 受 信 者 か ら の 苦 情 及 び 問 合 せ の 処

理 に 関 す る 事 項 並 び に 法 第 百 五 十 五 条 の 規 定 に よ る 業 務 の 実 施 方

針 の 策 定 及 び 公 表 そ の 他 の 適 正 か つ 確 実 な 運 営 を 確 保 す る た め の

措 置 に 関 す る 事 項 

２ （ 略 ） ２ （ 略 ） 

 

  



○ 電 波 法 関 係 手 数 料 令 （ 昭 和 三 十 三 年 政 令 第 三 百 七 号 ） 【 第 三 条 関 係 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改      正      案 現            行 

（ 定 義 等 ） 

第 一 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 空 中 線 電 力 五 〇 〇 ワ ッ ト 未 満 の 多 重 無 線 設 備 （ 法 第 四 条 第 一 項 第

二 号 の 適 合 表 示 無 線 設 備 を 除 く 。 ） 又 は テ レ ビ ジ ョ ン （ テ レ ビ ジ ョ

ン 基 幹 放 送 局 の テ レ ビ ジ ョ ン を 除 く 。 ） の 送 信 機 で 五 〇 〇 メ ガ ヘ ル

ツ 以 上 の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の は 、 こ の 政 令 の 適 用 に 関 し て

は 、 空 中 線 電 力 五 〇 〇 ワ ッ ト （ 移 動 す る 無 線 局 に 係 る も の で 空 中 線

電 力 五 〇 ワ ッ ト 未 満 の も の に あ つ て は 、 空 中 線 電 力 五 〇 ワ ッ ト ） の

送 信 機 と み な す 。 

４ 空 中 線 電 力 一 ワ ッ ト を 超 え 五 ワ ッ ト 以 下 の 無 線 電 話 の 送 信 機 で 九

〇 三 メ ガ ヘ ル ツ か ら 九 〇 五 メ ガ ヘ ル ツ ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る も の （ 法 第 四 条 第 一 項 第 二 号 の 適 合 表 示 無 線 設 備 の み を 使 用 す る

無 線 局 に 係 る も の に 限 る 。 ） は 、 こ の 政 令 の 適 用 に 関 し て は 、 空 中

線 電 力 一 ワ ッ ト の 送 信 機 と み な す 。 

５ （ 略 ） 

（ 定 義 等 ） 

第 一 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

３ 空 中 線 電 力 五 〇 〇 ワ ッ ト 未 満 の 多 重 無 線 設 備 （ 法 第 四 条 第 二 号 の

適 合 表 示 無 線 設 備 を 除 く 。 ） 又 は テ レ ビ ジ ョ ン （ テ レ ビ ジ ョ ン 基 幹

放 送 局 の テ レ ビ ジ ョ ン を 除 く 。 ） の 送 信 機 で 五 〇 〇 メ ガ ヘ ル ツ 以 上

の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す る も の は 、 こ の 政 令 の 適 用 に 関 し て は 、 空

中 線 電 力 五 〇 〇 ワ ッ ト （ 移 動 す る 無 線 局 に 係 る も の で 空 中 線 電 力 五

〇 ワ ッ ト 未 満 の も の に あ つ て は 、 空 中 線 電 力 五 〇 ワ ッ ト ） の 送 信 機

と み な す 。 

４ 空 中 線 電 力 一 ワ ッ ト を 超 え 五 ワ ッ ト 以 下 の 無 線 電 話 の 送 信 機 で 九

〇 三 メ ガ ヘ ル ツ か ら 九 〇 五 メ ガ ヘ ル ツ ま で の 周 波 数 の 電 波 を 使 用 す

る も の （ 法 第 四 条 第 二 号 の 適 合 表 示 無 線 設 備 の み を 使 用 す る 無 線 局

に 係 る も の に 限 る 。 ） は 、 こ の 政 令 の 適 用 に 関 し て は 、 空 中 線 電 力

一 ワ ッ ト の 送 信 機 と み な す 。 
５ （ 略 ） 

  



○ 特 定 機 器 に 係 る 適 合 性 評 価 手 続 の 結 果 の 外 国 と の 相 互 承 認 の 実 施 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 三 年 政 令 第 三 百 五 十 五 号 ） 【 第 三 条 関 係 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改      正      案 現            行 

（ 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る 電 波 法 の 適 用 に 関 す る 技 術 的 読 替 え ） 

第 九 条 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ り 電 波 法 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お

け る 同 法 の 規 定 の 技 術 的 読 替 え は 、 次 の 表 の と お り と す る 。 

（ 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ る 電 波 法 の 適 用 に 関 す る 技 術 的 読 替 え ）  

第 九 条 法 第 三 十 四 条 の 規 定 に よ り 電 波 法 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お

け る 同 法 の 規 定 の 技 術 的 読 替 え は 、 次 の 表 の と お り と す る 。 

 読 替 え に 係 る 電 波

法 の 規 定 

読 み 替 え ら れ る 字 句 読 み 替 え る 字 句 
  読 替 え に 係 る 電 波

法 の 規 定  

読 み 替 え ら れ る 字 句 読 み 替 え る 字 句 
 

第 四 条 第 一 項 第 二

号 

第 三 十 八 条 の 四 十 四

第 三 項 

第 三 十 八 条 の 四 十 四

第 三 項 （ 相 互 承 認 実

施 法 第 三 十 四 条 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 さ れ る 場 合 を 含

む 。 ） 

 第 四 条 第 二 号 第 三 十 八 条 の 四 十 四

第 三 項 

第 三 十 八 条 の 四 十 四

第 三 項 （ 相 互 承 認 実

施 法 第 三 十 四 条 の 規

定 に よ り 読 み 替 え て

適 用 さ れ る 場 合 を 含

む 。 ） 

 

無 線 設 備 （ 第 三 十 八

条 の 二 十 三 第 一 項 （

第 三 十 八 条 の 二 十 九

、 第 三 十 八 条 の 三 十

一 第 四 項 及 び 第 六 項

並 び に 第 三 十 八 条 の

三 十 八 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ）

無 線 設 備 で あ つ て 、

第 三 十 八 条 の 二 十 三

第 一 項 （ 第 三 十 八 条

の 二 十 九 （ 相 互 承 認

実 施 法 第 三 十 三 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 さ れ る

場 合 を 含 む 。 ） 、 第

  無 線 設 備 （ 第 三 十 八

条 の 二 十 三 第 一 項 （

第 三 十 八 条 の 二 十 九

、 第 三 十 八 条 の 三 十

一 第 四 項 及 び 第 六 項

並 び に 第 三 十 八 条 の

三 十 八 に お い て 準 用

す る 場 合 を 含 む 。 ）

無 線 設 備 で あ つ て 、

第 三 十 八 条 の 二 十 三

第 一 項 （ 第 三 十 八 条

の 二 十 九 （ 相 互 承 認

実 施 法 第 三 十 三 条 第

二 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 さ れ る

場 合 を 含 む 。 ） 、 第

 



の 規 定 に よ り 表 示 が

付 さ れ て い な い も の

と み な さ れ た も の を

除 く 。 以 下 「 適 合 表

示 無 線 設 備 」 と い う

。 ） 

三 十 八 条 の 三 十 一 第

四 項 及 び 第 六 項 並 び

に 第 三 十 八 条 の 三 十

八 に お い て 準 用 す る

場 合 並 び に 相 互 承 認

実 施 法 第 三 十 三 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 さ れ る

場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 に よ り 表 示 が 付 さ

れ て い な い も の と み

な さ れ た も の 以 外 の

も の （ 以 下 「 適 合 表

示 無 線 設 備 」 と い う

。 ） 

の 規 定 に よ り 表 示 が

付 さ れ て い な い も の

と み な さ れ た も の を

除 く 。 以 下 「 適 合 表

示 無 線 設 備 」 と い う

。 ） 

三 十 八 条 の 三 十 一 第

四 項 及 び 第 六 項 並 び

に 第 三 十 八 条 の 三 十

八 に お い て 準 用 す る

場 合 並 び に 相 互 承 認

実 施 法 第 三 十 三 条 第

一 項 の 規 定 に よ り 読

み 替 え て 適 用 さ れ る

場 合 を 含 む 。 ） の 規

定 に よ り 表 示 が 付 さ

れ て い な い も の と み

な さ れ た も の 以 外 の

も の （ 以 下 「 適 合 表

示 無 線 設 備 」 と い う

。 ） 

 （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）   （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ）  

         

 

  



○ 沖 縄 振 興 特 別 措 置 法 施 行 令 （ 平 成 十 四 年 政 令 第 百 二 号 ） 【 第 四 条 関 係 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改      正      案 現            行 

（ 特 定 情 報 通 信 事 業 ） 

第 二 条 法 第 三 条 第 七 号 の 政 令 で 定 め る 事 業 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四 移 動 端 末 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 法 第 十 二 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ロ に

規 定 す る 移 動 端 末 設 備 を い う 。 ） そ の 他 の 電 気 通 信 設 備 に 係 る プ

ロ グ ラ ム （ 電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 、 一 の 結 果 を 得 る こ

と が で き る よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 ） の 開 発 を 行 う 企

業 等 か ら の 委 託 を 受 け て 、 当 該 プ ロ グ ラ ム が そ の 実 行 に よ り 当 該

電 気 通 信 設 備 と 他 の 電 気 通 信 設 備 と を 接 続 す る 機 能 そ の 他 の 予 定

す る 機 能 を 発 揮 で き る か ど う か に つ い て の 技 術 的 な 検 証 を 行 う こ

と に よ り 、 当 該 企 業 等 の 行 う 当 該 プ ロ グ ラ ム の 効 率 的 な 開 発 を 支

援 す る 事 業 

五 ・ 六 （ 略 ） 

（ 特 定 情 報 通 信 事 業 ） 

第 二 条 法 第 三 条 第 七 号 の 政 令 で 定 め る 事 業 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 三 （ 略 ） 

四 移 動 端 末 設 備 （ 電 気 通 信 事 業 法 第 三 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 移

動 端 末 設 備 を い う 。 ） そ の 他 の 電 気 通 信 設 備 に 係 る プ ロ グ ラ ム （

電 子 計 算 機 に 対 す る 指 令 で あ っ て 、 一 の 結 果 を 得 る こ と が で き る

よ う に 組 み 合 わ さ れ た も の を い う 。 ） の 開 発 を 行 う 企 業 等 か ら の

委 託 を 受 け て 、 当 該 プ ロ グ ラ ム が そ の 実 行 に よ り 当 該 電 気 通 信 設

備 と 他 の 電 気 通 信 設 備 と を 接 続 す る 機 能 そ の 他 の 予 定 す る 機 能 を

発 揮 で き る か ど う か に つ い て の 技 術 的 な 検 証 を 行 う こ と に よ り 、

当 該 企 業 等 の 行 う 当 該 プ ロ グ ラ ム の 効 率 的 な 開 発 を 支 援 す る 事 業 

 

五 ・ 六 （ 略 ） 

  



○ 武 力 攻 撃 事 態 等 に お け る 国 民 の 保 護 の た め の 措 置 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 平 成 十 六 年 政 令 第 二 百 七 十 五 号 ） 【 第 五 条 関 係 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改      正      案 現            行 

（ 生 活 関 連 等 施 設 ） 

第 二 十 七 条 法 第 百 二 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 施 設 は 、 次 の と お り と

す る 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 

五 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 五 号

の 電 気 通 信 事 業 者 （ 同 法 第 九 条 の 登 録 を 受 け た 者 に 限 る 。 ） が そ

の 事 業 の 用 に 供 す る 交 換 設 備 （ 同 法 第 十 二 条 の 二 第 四 項 第 二 号 ロ

の 利 用 者 の 電 気 通 信 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 と 接 続 さ れ る 交

換 設 備 で 当 該 伝 送 路 設 備 の 電 気 通 信 回 線 の 数 が 三 万 に 満 た な い も

の 及 び 同 号 ロ の 移 動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 と 接 続 さ れ

る 交 換 設 備 で 当 該 移 動 端 末 設 備 の 数 が 三 万 に 満 た な い も の を 除 く

。 ） 

六 ～ 十 （ 略 ） 

（ 生 活 関 連 等 施 設 ） 

第 二 十 七 条 法 第 百 二 条 第 一 項 の 政 令 で 定 め る 施 設 は 、 次 の と お り と

す る 。 

一 ～ 四 （ 略 ） 

五 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 第 二 条 第 五 号

の 電 気 通 信 事 業 者 （ 同 法 第 九 条 の 登 録 を 受 け た 者 に 限 る 。 ） が そ

の 事 業 の 用 に 供 す る 交 換 設 備 （ 同 法 第 三 十 三 条 第 一 項 の 利 用 者 の

電 気 通 信 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 と 接 続 さ れ る 交 換 設 備 で 当

該 伝 送 路 設 備 の 電 気 通 信 回 線 の 数 が 三 万 に 満 た な い も の 及 び 同 項

の 移 動 端 末 設 備 と 接 続 さ れ る 伝 送 路 設 備 と 接 続 さ れ る 交 換 設 備 で

当 該 移 動 端 末 設 備 の 数 が 三 万 に 満 た な い も の を 除 く 。 ） 

 

六 ～ 十 （ 略 ） 

 



○ 消 費 者 契 約 法 施 行 令 （ 平 成 十 九 年 政 令 第 百 七 号 ） 【 第 六 条 関 係 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改      正      案 現            行 

（ 法 第 十 三 条 第 五 項 第 一 号 の 政 令 で 定 め る 法 律 ） 

第 一 条 消 費 者 契 約 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 三 条 第 五 項 第 一 号

の 政 令 で 定 め る 法 律 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 八 （ 略 ） 

九 放 送 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 三 十 二 号 ） 

十 質 屋 営 業 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 五 十 八 号 ） 

十 一 商 品 先 物 取 引 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 ） 

 

十 二 ～ 二 十 二 （ 略 ） 

 

二 十 三 貸 金 業 法 （ 昭 和 五 十 八 年 法 律 第 三 十 二 号 ） 

二 十 四 電 気 通 信 事 業 法 （ 昭 和 五 十 九 年 法 律 第 八 十 六 号 ） 

二 十 五 ～ 四 十 二 （ 略 ） 

（ 法 第 十 三 条 第 五 項 第 一 号 の 政 令 で 定 め る 法 律 ） 

第 一 条 消 費 者 契 約 法 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 十 三 条 第 五 項 第 一 号

の 政 令 で 定 め る 法 律 は 、 次 の と お り と す る 。 

一 ～ 八 （ 略 ） 

 

九 質 屋 営 業 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 五 十 八 号 ） 

十 商 品 先 物 取 引 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 三 十 九 号 ） 

十 一 削 除 

十 二 ～ 二 十 二 （ 略 ） 

二 十 三 削 除 

二 十 四 貸 金 業 法 （ 昭 和 五 十 八 年 法 律 第 三 十 二 号 ） 

 

二 十 五 ～ 四 十 二 （ 略 ） 

  



○ 特 定 都 市 河 川 浸 水 被 害 対 策 法 施 行 令 （ 平 成 十 六 年 政 令 第 百 六 十 八 号 ） 【 附 則 第 二 項 関 係 】 

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ） 

改      正      案 現            行 

（ 河 川 管 理 者 が 整 備 す る 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 等 に つ い て 適 用 す る 法 令

の 規 定 ） 

第 二 条 （ 略 ） 

２ 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 敷 地 で あ る 土 地 の 区 域 を 河 川 区 域 と み な し て

適 用 す る 法 第 六 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 法 令 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る

も の と す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 

六 電 気 通 信 事 業 法 施 行 令 （ 昭 和 六 十 年 政 令 第 七 十 五 号 ） 第 六 条 第

四 号 及 び 第 七 条 第 六 号 

七 ・ 八 （ 略 ） 

３ （ 略 ） 

（ 河 川 管 理 者 が 整 備 す る 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 等 に つ い て 適 用 す る 法 令

の 規 定 ） 

第 二 条 （ 略 ） 

２ 雨 水 貯 留 浸 透 施 設 の 敷 地 で あ る 土 地 の 区 域 を 河 川 区 域 と み な し て

適 用 す る 法 第 六 条 第 二 項 の 政 令 で 定 め る 法 令 の 規 定 は 、 次 に 掲 げ る

も の と す る 。 

一 ～ 五 （ 略 ） 

六 電 気 通 信 事 業 法 施 行 令 （ 昭 和 六 十 年 政 令 第 七 十 五 号 ） 第 四 条 第

四 号 及 び 第 五 条 第 六 号 

七 ・ 八 （ 略 ） 

３ （ 略 ） 

 

 


